
 

釜石市と東京大学との間における、 

ふるさと納税を活用した相互協力について 

 

釜石市と国立大学法人東京大学は、令和 4年 3月 30日に締結した「連

携協力の推進に関する覚書」に基づき、これまで多様な連携事業に取り

組んできました。このたび、両者の協力関係をさらに深め、持続可能な

形で事業を推進するため、ふるさと納税を活用した新たな相互協力の仕

組みを導入します。 

 

１ 協力概要 

当市ふるさと納税の使途に「釜石市と東京大学の連携事業の推進のた

め」を新たに追加し、広く周知することで、当市と大学の連携をより強

固なものとします。 

その一環として、東京大学卒業生や寄附者などで構成される「東大ネ

ットワーク」にも取組を周知し、寄附の呼びかけを行います。 

寄附額から所要経費（返礼品・事務経費等）として 50％を差し引いた

残額については、釜石市および東京大学がそれぞれ 25％ずつの割合で

受領し、連携事業の財源として活用し、連携の推進および市の財源確保

に資するものとします。 
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